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【お問い合わせ】弁護士法人青森リーガルサービス 青森県弁護士会所属 代表社員弁護士：木村哲也  
 

青森支店【青森シティ法律事務所】         
〒030-0822 青森市中央１丁目１番２９号 青森日商連中央ビル２階  TEL：０１２０－９６０－１１１ 
 

八戸本店【八戸シティ法律事務所】 

〒031-0042 八戸市十三日町１ ヴィアノヴァ６階  TEL：０１２０－１４６－１１１  受付時間：平日午前９時～午後５時 
 

当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関

連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとし

てお送りさせていただいております。当事務所の近況やご挨拶のほ

か、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。 
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当事務所では、離婚問題に関するご相談・ご依頼を多数お受けしております。２０２

６年４月１日施行の改正家族法により、共同親権の制度が導入されました。今回のニュ

ースレターでは、共同親権・単独親権の判断基準について、ご説明いたします。 

１ 共同親権とは？ 

    従来、離婚時の子どもの親権者には父母の一方を単独の親権者とする制度となって

いました。それが今回の法改正により、父母が共同で親権を行使する共同親権にする

か、あるいは単独親権とするかを選択するものとされました。 

  ２ 共同親権の場合の親権行使 

    共同親権となった場合、①身上監護の重大行為（居所の決定、進学先の決定、重大

な医療行為など）、②財産管理、③身分行為（氏の変更、養子縁組、認知など）は父母

が共同で決定することとなります。一方で、同居親は、①身上監護の日常行為（食事・

服装・習い事、短期間の観光旅行、重大でない医療行為、アルバイトの許可など）、②

急迫事情（ＤＶ・虐待からの避難、緊急の医療行為）を単独で決定することができま

す。また、別居親も、親子交流中などに、①身上監護の日常行為（同上）、②急迫事情

（同上）を単独で決定することができます。 

３ 共同親権・単独親権の決定 

    共同親権にするか、あるいは単独親権にするかは、離婚時に父母間の協議で決める

のが基本です。しかし、父母間で協議が調わない場合には、家庭裁判所の調停や訴訟

で決することとなります。このとき、家庭裁判所は、必要的単独親権事由がある場合

には、単独親権にすると判断します。必要的単独親権事由とは、①父または母が子ど

もの親権に害悪を及ぼすおそれがあるとき、②父母の一方が他方から心身に有害な影

響を及ぼす言動を受けるおそれの有無、親権に関する協議が調わない理由、③その他

の事情を考慮して父母が共同して親権を行うことが困難であるときです。そして、必

要的単独親権事由がない場合には、家庭裁判所は、子どもの利益のため、父母と子ど

もとの関係、父と母との関係、その他一切の事情を考慮し、共同親権にするか、ある

いは単独親権にするかを、裁量的に判断します。この点、法律は、共同親権と単独親

権について、いずれか一方が原則あるいは例外になるという考え方をとっていないこ

とに注意が必要です。 

  ４ 当事務所の弁護士にご相談ください 

当事務所では、離婚問題に関するご相談・ご依頼実績が豊富にあり、親権が問題と

なる事案も多数取り扱っております。離婚と親権の問題についてお困りの方がいらっ

しゃいましたら、お気軽に当事務所にご相談いただければと存じます。 

共同親権・単独親権の判断基準 


